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今古賀交差点は、福岡県遠賀郡遠賀町の中心に位置し、国道３号と県道２８５号浜口遠賀線が交差して

いる。当該交差点は、北九州向き車線（上り）は立体交差、福岡向き車線（下り）は平面交差となってい

る変則的な形状である。 
 本事業は、交通渋滞の解消や安全性の向上を目的として交差点改良（下り線の立体化）を行うものであ

る。ここでは、2016年8月から工事に本格着手するにあたり、国道３号において、３年間という長期間の

通行規制が生じることから、関係自治体を取り込んだ事前広報の取り組み及びその成果について報告する。 
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1. 事業の概要 

(1) 事業化の背景 

今古賀交差点の前後区間は、1968 年に国道３号バイ

パス「折尾遠賀拡幅事業」として水巻町から遠賀町まで

の全長６．４ｋｍ区間を事業化し、1974 年に全線２車

線（現在の下り車線側）で整備した。当時は沿道利用を

考慮して平面交差にて施工を行った。その後、交通量の

増加等により、現在の上り線側の整備を随時進め、2001

年 3月には、上り線のみ立体化した４車線が完成した。 

その後１０数年が経過し、交通量も、約２万７千台／

１２ｈ（2001）から約３万２千台／１２ｈ（2010）に増

加し、平面交差となっている下り線においては、今古賀

交差点部分がサグ部であるため、追突事故や交通渋滞が

発生していた。また、直進交通が多いため、間隙を狙っ

た無理な右折車による交通事故も発生していた。 

以上のことから、2014 年度に事業化し、対策を進め

ることとした。 
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(2)今古賀交差点事業の内容 

今回の事業内容は、平面交差している下り線側を立体

化するものである。下り線側を立体化するためには、本

線をランプ形式にする必要があり、新規に本線の高架橋、 

オンランプ橋及びオフランプ橋を設置し、さらに西川、

戸切川渡河部では、既設側道の付け替えとして外側に側

道橋を新規に設置する必要がある。 

 

(3) 工事による影響 

 本事業は、既存の２車線分の橋梁を撤去し立体化する

ため、国道３号本線の工事期間中は、本線の下り線は通

行できない。 

 また、国道３号が、遠賀町の中心部を横断する位置に

あり、工事箇所が家屋に近接していることから、住民に

対し、工事期間中の騒音、振動等の影響を与える可能性

がある。そのため、工事の規制方法については、工事期

間や３号及び周辺道路の交通流動を考慮し、検討を行う

必要があった。 

以上のことから、できる限り規制期間が短期間となる

よう、既設の橋梁や側道を 大限に活用する計画とし、

工期短縮を行った。その結果、工事期間中は、片側２車

線で通行している国道３号を、片側１車線の対面通行

（延長 1.7ｋｍ）とし、通行規制による交通混雑等の影

響期間を 小限とする規制方法としたが、それでも概ね

３年間の規制期間が生じることなった。 
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図-4 今古賀交差点改良事業の概要 

図-5 今古賀交差点改良事業平面図及び断面図 

図-6 今回の工事に伴う規制概要 



(4)交通規制シミュレーション 

 国道３号の規制により、周辺道路を含めた交通の流れ

が変化することが考えられるため、道路管理者、交通管

理者と協議を行い可能な対策を実施しなければならない。 

 そのため、規制による交通流動の変化を予測し、周辺

交差点毎に交通混雑状況の確認を行った。さらに、影響

が予測される交差点では、信号現示の調整や右折レーン

の延伸等の対策を行うことで、交通混雑が緩和されるこ

とをシミュレーションで確認した。 

 

 

 

(5) 事務所の実施体制と広報検討部会 

今回は、今古賀交差点改良事業を事務所全体の一つの

プロジェクトとして位置づけ、事業を行う体制として事

務所長を筆頭に、事務所一体として進めることとした。 

具体的には、北九州国道事務所内に４つの部会を設置

し進捗管理を行っている。以下では、工事中の規制情報

等を道路利用者へ提供するために取り組んだ、広報検討

部会の取り組みを中心に説明する。 

 
 

2. 自治体を取り込んだ広報会議 

(1) 会議設置について 

 広報検討部会では、今回の規制による沿道地域への交

通流動の変化に伴い、日常生活への影響や広域的な社会

経済活動への影響を及ぼすことから、情報発信が重要で

あるという意見が出た。そのため、外部に情報を発信す

る広報の取り組みに、内部の人間だけではなく、周辺自

治体の意見も取り入れることとした。 

そこで、2016年2月に、交通円滑化に資する広報に

ついて、周辺自治体等と相互の連絡調整を行うことを目

的として、「国道３号今古賀交差点改良事業の工事規制

に伴う広報会議」（以下、広報会議）を設置した。メン

バーは、施工箇所の遠賀町のほか、近隣の岡垣町、水巻

町や福岡県の県土整備事務所等とした。広報会議では、

工事規制に伴う広報計画（案）を検討し、各広報内容に

ついて議論を深めていった。 

 

 

(2) 広報会議で決定したこと 

 広報会議は、2016年 6月末までに３回開催し、規制前

の事前広報を中心に議論した。今回は３年間という非常

に長期間の交通規制であることから、ＮＥＸＣＯ西日本

が 2010 年に行った向佐野橋（福岡県太宰府市）での規

制広報を参考にし、様々な広報計画を策定した。 

以下、広報会議で決まった主な広報の取り組みとその 

ポイントについて述べる。 

a) 広報計画 

記者発表やチラシ、ポスター作成など、今回の規制に

伴い実施するメニューを洗い出し、規制開始前と規制後

に大きく分けた広報計画をバーチャート状にして作成し

た。これにより、誰がいつまでに何をするといった、役

割分担や、現在の進捗状況が一目で分かるようになった。 
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図-10 規制前の広報計画 



b) 図上での表現 

自治体から、「周辺住民は『○○交差点』という表現

よりも、ランドマークとなる店舗名や施設マークを記入

した方が位置関係が分かりやい。」という意見があった。 

そこで、各種資料に今回の事業箇所で目印となる「ゆ

めタウン」や「GooDay」のマークをチラシ等に使用でき

るように、店舗より承諾を得て使用した。 

 

c) ラジオ放送 

朝、夕の交通ピーク時に聞いてもらえるよう、聴取率

が高いラジオ放送局を調査し、スポットＣＭ放送（有

料）を行うこととした。規制直前の７月の中旬から放送

を実施し、７月の 終週は平日に毎日朝夕の２回放送

（延べ２０回）をした。 

また、（公益財団法人）道路交通情報センターがＡＭ、

ＦＭ各局で１日に５０回近く行っている道路交通情報に

おいて、長期間の大規模規制であることを説明し、放送

時間にゆとりがある時には規制情報の発信をしてもらえ

るようにお願いをした結果、無料で放送をして頂けるこ

ととなった。 

d) 自治体広報誌でのチラシ配布 

今回の規制で影響の大きい遠賀町、岡垣町、水巻町に

おいては、一般的な工事のお知らせ回覧だけではなく、

町内全家庭に配布される町報誌に、作成した規制情報の

チラシを折り込みで配布することにより、周辺全域への

周知を図ることとした。 

e) 有料新聞広報 

本規制箇所の利用者が多い福岡県内の福岡、北九州、

筑豊地域に対し、そのエリアで１番多く発行している新

聞にて、規制情報の広報記事を半５段で２回掲載をした。 

 また、新聞購読者のうち、新聞を読んだ人の割合（閲

読者率）が高い曜日を調べた。その結果、土曜、日曜の

率が高いことから、 小限の予算で効率的に広報ができ

るよう、７月下旬の週末をターゲットに有料新聞広報を

行った。 

f) ホームページの充実 

記者発表資料や配布するチラシ、ポスターだけでは、

細かい側道の規制情報等全てを伝えることは難しい。 

加えて全ての規制内容を文書にすると長くなり、必要

な情報が伝わりにくい。 

 そこで、問い合わせがあった場合には、まずホームペ

ージを見てもらい、自分自身で調べやすいように、今古

賀交差点改良事業ページの情報を充実させた。 

また、各自治体のホームページにリンクを貼ってもら

い、北九州国道事務所の今古賀交差点改良事業のページ

にジャンプするためのバナーも作成した。 

 結果として、今古賀関係の詳細ページのアクセス数は

１ヶ月あたり1,000件以上増加した。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-11 工夫したチラシの表現 

図-12 遠賀町広報誌と折り込みチラシ 

図-13 今古賀事業関係のホームページ 

図-14 遠賀町のホームページ 



 

 
 

3. 規制開始後の交通量変化 

2016年 8月 1日から今回の事業着手に伴う規制を開始

したが、規制開始直前と比較すると交通総量が減少した。 

当然、３万台／１２ｈを超える交通量を片側１車線で

通行させることから、朝夕のピーク時に部分的な渋滞は

発生したが、総じて見ると大きな混乱は見られなかった。 

 これは、事前広報により、交通渋滞を避ける為、目的

地に応じた広域的な周辺道路への迂回が進んだ結果だと

推測される。今後も、関係自治体と連携して、定期的に

交通量を把握し、情報発信に努める予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

 事業広報については、予算をかければかけるほど、

様々なメディア媒体で広報を行えるが、どんな事業にも 

予算的な制約が有り、より多くの広報をしたとしても、

必ずしも全てが満足できる結果を得られるとは限らない。 

また、特に広報という分野については、百点満点の正

解というものも存在しない。 

 今回行った、関係自治体を取り込んだ事業広報の取り

組みについては、その手法自体が目新しいものではない

が、自治体の意見を取り入れることにより、我々だけで

は気がつかない、地元に精通した有益な情報を得ること

ができた。 

特に事業広報という分野については、限られた予算の

中で、様々なアイデアにより、道路利用者の満足度が

大となるよう、今後とも尽力していきたい。 

 

 

 

 

図-15 規制前と規制後の交通量変化 


